
期間満了をもって復帰 

（体調の異変があれば、 

体調不良の行動フローを参照） 

【新型コロナウイルス感染症行動フロー（濃厚接触）】 

 

濃厚接触者  議員が感染症の濃厚接触者となった 

の特定 

※登庁しないこと 

 

議会事務局へ連絡（下表参照） 

 

 

 

対 応     検査実施            検査未実施 

         

                        

結果判明     陰性     陽性 

 

 

  

 

 

          議会事務局へ連絡   本会議中であれば、必要に応じて 

議会運営委員会にて対応を協議 

 

最終ばく露（注１）から、国等が  入院等の措置 

定める健康観察期間は自宅待機   ※発症日の２日前以後の行動記録 

（体調の異変があれば、          を提出 

体調不良の行動フローを参照）            

                                     

             

期間満了をもって復帰  （回復後）復帰  

（注１）陽性者の濃厚接触者で陽性者と生活を共にする家族や同居者の場合は、 

陽性者の発症日、又は自宅で感染対策を講じた日のいずれか遅い方からとなります。 

 

【連絡先】 

〇平日日中       ０４７－４３６－３０１２ （議会事務局庶務課） 

〇土日祝祭日／平日夜間 ０９０－２４５６－２１５９（議会事務局長） 

０９０－１６６０－９７１２（庶務課長） 

最終ばく露（注１）から、国等が 

定める健康観察期間は自宅待機 


